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○
総
務
省
令
第
五
号

地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
地
方
自

治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第

五
十
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
六
日

総
務
大
臣

新
藤

義
孝

地
方
自
治
法
施
行
規
則
及
び
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

地
方
自
治
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
内
務
省
令
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
条
例
制
定
又
は
改
廃
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
る
。

第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
事
務
監
査
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
る
。
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第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
解
散
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
、
解
職
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
る
。

第
十
二
条
の
二
中
「
、
規
約
変
更
要
請
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
一
備
考
一
中
「
こ
の
様
式
は
、
」
の
下
に
「
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
一
備
考
五
中
「
地
方
自
治
法
」
を
「

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
自
治
法

」
に
改
め
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
二
備
考
一
中
「
こ
の
様
式
は
、
」
の
下
に
「
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項

に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
様
式
そ
の
二
を
同
様
式
そ
の
三
と
し

、
同
様
式
そ
の
一
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
二
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表
折
目

都(

何
道
府
県)

(
市)

都
（
道
府
県)

(

市)

(

町)
(

村)

の
議
会
の

（
区)

(

町)
(

村)

解
散
投
票

選
挙
管
理
委
員
会
印

○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解
散
に
賛
成
の
人
は
賛
成
欄
に
○
を
、
反
対
の
人
は
反
対
欄
に

か
い
さ
ん

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い
ら
ん

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い
ら
ん

裏

○
を
つ
け
る
こ
と
。
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二

○
の
ほ
か
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

な
に

か

折
目

成
せい

賛
さん

対
たい

反
はん

備
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
解
散
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
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の
一
に
準
ず
る
。

三

地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
地
方
自
治
法
第
二
百
六
十
一
条
第
三
項
の
賛
否
の
投
票
に
用
い
る
投
票
用
紙
は
、
こ
の
様
式
に
準
じ
て
調
製
す
る

も
の
と
す
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
三
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

そ
の
四

表
折
目
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何
広
域
連
合
の
議
会
の

広
域
連
合
選
挙

解
散
投
票

管
理
委
員
会
印

○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解
散
に
賛
成
の
人
は
賛
成
欄
に
○
を
、
反
対
の
人
は
反
対
欄
に

か
い
さ
ん

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い
ら
ん

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い
ら
ん

裏

○
を
つ
け
る
こ
と
。

二

○
の
ほ
か
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

な
に

か

折
目

成
せい
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賛
さん

対
たい

反
はん

備
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
域
連
合
の
議
会
の
解
散
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
連
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ

の
三
に
準
ず
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
二
そ
の
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
一
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表
折
目

都
（
道
府
県
）

都
（
何
道
府
県
）(

市)
(

町)
(

村)

の
議

（
市
）
（
区
）

会
の
議
員
（
都
道
府
県
知
事)

(
市
町
村

（
町
）
（
村
）

長
）
何
某
の
解
職
投
票

選
挙
管
理
委
員

会
印

○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解

職

に
賛
成
の
人
は
賛
成
と
書
き
、
反
対
の
人
は
反
対
と
書

か
い
し
よ
く

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い

か

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い

か
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裏

く
こ
と
。

二

他
の
こ
と
は
書
か
な
い
こ
と
。

ほ
か

か

折
目備

考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。
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二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
十
四

条
及
び
第
百
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
基
づ
い
て
交
付

す
る
投
票
用
紙
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
一
に
準
ず
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
二
そ
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

そ
の
二

表
折
目

都
（
道
府
県
）

都
（
何
道
府
県
）(

市)
(

町)
(

村)

の
議

（
市
）
（
区
）
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会
の
議
員
（
都
道
府
県
知
事)

(

市
町
村

（
町
）
（
村
）

長
）
何
某
の
解
職
投
票

選
挙
管
理
委
員

会
印

○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解

職

に
賛
成
の
人
は
賛
成
欄
に
○
を
、
反
対
の
人
は
反
対
欄

か
い
し
よ
く

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い
ら
ん

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い
ら
ん

裏

に
○
を
つ
け
る
こ
と
。

二

○
の
ほ
か
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

な
に

か

折
目

成
せい

賛
さん
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対
たい

反
はん

備
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
八
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
普
通
地
方
公
共
団
体
及
び
特
別
区
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ

の
一
に
準
ず
る
。

別
記
投
票
用
紙
様
式
の
二
そ
の
二
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

そ
の
三

表
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折
目

何
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
（
広
域
連
合

広
域
連
合
選
挙

の
長
）
何
某
の
解
職
投
票

管
理
委
員
会
印

○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解

職

に
賛
成
の
人
は
賛
成
と
書
き
、
反
対
の
人
は
反
対
と
書

か
い
し
よ
く

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い

か

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い

か

裏

く
こ
と
。

二

他
の
こ
と
は
書
か
な
い
こ
と
。

ほ
か

か
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折
目備

考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
連
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
並
び
に
地
方
自
治
法
施
行
令
第
二
百
十

四
条
の
四
及
び
第
二
百
十
五
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
施
行
令
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
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基
づ
い
て
交
付
す
る
投
票
用
紙
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ
の
三
に
準
ず
る
。

そ
の
四

表
折
目

何
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
（
広
域
連
合

広
域
連
合
選
挙

の
長
）
何
某
の
解
職
投
票

管
理
委
員
会
印
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○

注

意

ち
ゆ
う

い

一

解

職

に
賛
成
の
人
は
賛
成
欄
に
○
を
、
反
対
の
人
は
反
対
欄

か
い
し
よ
く

さ
ん
せ
い

ひ
と

さ
ん
せ
い
ら
ん

は
ん
た
い

ひ
と

は
ん
た
い
ら
ん

裏

に
○
を
つ
け
る
こ
と
。

二

○
の
ほ
か
は
何
も
書
か
な
い
こ
と
。

な
に

か

折
目

成
せい

賛
さん

対
たい

反
はん
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備
考一

こ
の
様
式
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
一
条
の
六
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
公
職
選
挙
法
第
四
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
広
域
連
合
の
議
会
の
議
員
及
び
長
の
解
職
の
投
票
の
場
合
の
様
式
で
あ
る
。

二

用
紙
の
紙
質
及
び
用
紙
に
押
す
べ
き
広
域
連
合
の
選
挙
管
理
委
員
会
の
印
に
つ
い
て
は
、
投
票
用
紙
様
式
の
一
そ

の
三
に
準
ず
る
。

「

住
所

職
業

氏

名

別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(
市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
書
様
式
中

(

住
所)

(

職
業)

(

氏

名

「

住
所

職
業

氏

名

印

印

生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
る
。

印)

」

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「

住
所

職
業

氏

名

印

別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書
様
式
中

を

（
住
所
）
（
職
業
）
（
氏

名

印
）
」
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「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

に
改
め
る
。

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「

住
所

氏

名

別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
中

(

住
所)

(

氏

名

「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
る
。

)

」

（
住
所
）

（
氏

名
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「

住
所

氏

名

別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
中

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

「

住
所

氏

名
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生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
る
。

（
住
所
）

（
氏

名
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「
受
任
者
の
氏
名

別
記
都(

何
道
府
県)
〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
署
名
収
集
委
任
状
様
式
中

住
所

都(

何
道
府
県)

「
住
所

都(

何
道
府
県)

何
郡(

市)

何
町(

村)

大
字
何(

町)

何
番
地

氏
名

を

に
、

何
郡(

市)

何
町(

村)

大
字
何(

町)

何
番
地
」

生
年
月
日

何
年
何
月
何
日

性
別

男
女

」

「

住
所

氏

名

印

「

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「
氏
名
」
を
「
住
所
、
氏

(

氏

名)
(

印)

」

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」
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名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
に
改
め
る
。

「
受
任
者
の
氏
名

別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状
様
式
中

住
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（

「
住
所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字
何
（
町
）
何
番
地

氏
名

「

を

に
、

村
）
大
字
何
（
町
）
何
番
地
」

生
年
月
日

何
年
何
月
何
日

性
別

男
女

」

「

住
所

氏

名

印

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中

（
氏

名

印
）
」

（
住
所
）

（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「
氏
名
」
を
「
住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
に
改
め
る
。

別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
様
式
及
び
別
記
何
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広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
の
た
め
の
署
名
収
集
委
任
届
出
書
様
式
を
削
る
。

「

氏

名

印

別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
署
名
収
集
証
明
書
様
式
中

を

(

氏

名)
(

印)

」

「

住
所

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

に
改
め
る
。

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

「

「

氏

名

印

別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
証
明
書
様
式
中

を

（
氏

名

印
）
」

（（

住
所

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

に
改
め
る
。
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住
所
）

（
氏

名

印
）

生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

別
記
都
（
何
道
府
県)

〔
何
郡
（
市
）
町
（
村)

〕
事
務
監
査
請
求
書
様
式
及
び
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式

「

住
所

職
業

氏

名

印

「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

中

を

（
住
所
）
（
職
業
）
（
氏

名

印
）
」

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名

印
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」

に
改
め
る
。

別
記
都
（
何
道
府
県)

〔
何
郡
（
市
）
町
（
村)
〕
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
及
び
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査

「

住
所

氏

名

「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
中

を

に

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

（
住
所
）

（
氏

名
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

」
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改
め
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
総
務
省
令
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
中
「
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
り
、
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式

ま
で
」
を
「
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
、
令
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削

り
、
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
」
及
び
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
三
号
様
式
、

第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
「
、
第
五
号
様
式
中
「
長
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の

は
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
」
を
削
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
、
令
第
二
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」

を
削
り
、
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
」
及
び
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
三
号
様

式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
「
及
び
第
五
号
様
式
」
を
削
る
。
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第
十
二
条
第
二
項
中
「
、
令
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
二
条
第
三
項
に
規

定
す
る
署
名
収
集
委
任
届
出
書
」
を
削
り
、
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様
式
ま
で
」
及
び
「
第
三
号
様
式
か
ら
第
七
号
様

式
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
三
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
六
号
様
式
及
び
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
「
、
第
五
号
様
式
中
「

長
及
び
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
あ
る
の
は
「
選
挙
管
理
委
員
会
」
と
」
を
削
る
。

「

住
所

職
業

「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

第
一
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印
）
」

（
住
所
）

（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

氏

名

印

に
改
め
る
。

（
氏

名
）
（
印
）

」

「

住
所

氏
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「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

第
二
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

（
住
所
）

（
氏

（
生
年
月
日
）

（
性
別
）

名

に
改
め
る
。

名
）

」

「
一

住
所

「
一

受
任
者

氏

名

二

受
任

第
四
号
様
式
中

を

二

住

所

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字
何
（
町
）
何
番
地
」

三

生
年

四

性
別

都
（
何
道
府
県
）
何
郡
（
市
）
何
町
（
村
）
大
字
何
（
町
）
何
番
地

者

氏

名

「

氏

名

印

に
、
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月
日

何
年
何
月
何
日

（
氏

名
）
（
印
）

男
女

」

「

住
所

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

を

に
改
め
、
同
様
式
備
考
中
「
氏
名
」
を
「
住

」

（
住
所
）

（
氏

名
）
（
印
）

（
生
年
月
日
）

（
性
別
）

」

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式

削
除

「

住
所

氏

「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

第
七
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

（
住
所
）

（
氏

（
生
年
月
日
）

（
性
別
）
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名

に
改
め
る
。

名
）

」

「

住
所

職
業

「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

第
八
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印
）
」

（
住
所
）

（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

氏

名

印

に
改
め
る
。

（
氏

名
）
（
印
）

」

「

住
所

氏
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「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

第
九
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

（
住
所
）

（
氏

（
生
年
月
日
）

（
性
別
）

名

に
改
め
る
。

名
）

」

「

住
所

職
業

「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

第
十
一
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印
）
」

（
住
所
）

（
職
業
）

（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

氏

名

印

に
改
め
る
。
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（
氏

名
）
（
印
）

」

「

住
所

氏

「

住
所

氏

名

生
年
月
日

性
別

第
十
二
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
氏

名
）
」

（
住
所
）

（
氏

（
生
年
月
日
）

（
性
別
）

名

に
改
め
る
。

名
）

」

「

住
所

職
業

「

住
所

職
業

氏

名

印

生
年
月
日

性
別

第
十
三
号
様
式
中

を

（
住
所
）

（
職
業
）
（
氏

名
）
（
印
）
」

（
住
所
）

（
職
業
）
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（
生
年
月
日
）
（
性
別
）

氏

名

印

に
改
め
る
。

（
氏

名
）
（
印
）

」

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
以
下
「
改
正
令
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
第
九
条
か
ら
第
十
二
条
の
二
ま
で
の
規
定
並
び
に
同
令
別

記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
書
様
式
、
別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
書

様
式
、
別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
、
別
記
何
広
域
連
合
条
例



31

制
定
（
改
廃
）
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
、
別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
署
名
収
集

委
任
状
様
式
、
別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
委
任
状
様
式
、
別
記
都(

何
道
府
県)

〔
何
郡(

市)

町

(

村)

〕
条
例
制
定(

改
廃)

請
求
署
名
収
集
証
明
書
様
式
、
別
記
何
広
域
連
合
条
例
制
定
（
改
廃
）
請
求
署
名
収
集
証
明
書
様

式
、
別
記
都
（
何
道
府
県)

〔
何
郡
（
市
）
町
（
村)

〕
事
務
監
査
請
求
書
様
式
、
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査
請
求
書
様
式

、
別
記
都
（
何
道
府
県)
〔
何
郡
（
市
）
町
（
村)

〕
事
務
監
査
請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
及
び
別
記
何
広
域
連
合
事
務
監
査

請
求
代
表
者
証
明
書
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
改
正
令
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行

令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
九
十
一
条
第
二
項
（
新
令
第
九
十
九
条
、
第
百
条
、
第
百

十
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
二
百
十
二
条
の
四
、
第
二
百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十

四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百
十
六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
直
接
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
改
正
令
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
自
治
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
九
十
一
条
第
二

項
（
旧
令
第
九
十
九
条
、
第
百
条
、
第
百
十
条
、
第
百
十
六
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
二
百
十
二
条
の
二
、
第
二
百
十
二
条

の
四
、
第
二
百
十
三
条
の
二
、
第
二
百
十
四
条
の
二
、
第
二
百
十
五
条
の
二
、
第
二
百
十
六
条
の
三
及
び
第
二
百
十
七
条
の
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二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
直
接
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

第
三
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
自
治
法
施
行
規
則
別
記
投
票
用
紙
様
式
の
一
及
び
別
記
投
票
用
紙
様
式
の
二

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
新
令
第
百
条
の
二
第
二
項
（
新
令
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
六
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規

定
を
新
令
第
百
二
十
条
及
び
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
条
、
第
百
八
十
八

条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
新
令
第
二
百

十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
条
の
三
第
二
項
（
新

令
第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
二
、
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
期
日
の
告
示
が
行
わ

れ
る
投
票
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
に
旧
令
第
百
条
の
二
第
二
項
（
旧
令
第
百
十
三
条
及
び

第
百
十
六
条
の
二
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
令
第
百
二
十
条
及
び
第
百
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
百
二
十
条
、
第
百
八
十
八
条
第
一
項
並
び
に
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び
第
二
百
十
五
条
の
三

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
旧
令
第
二
百
十
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
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）
、
第
百
九
条
の
三
第
二
項
（
旧
令
第
百
十
三
条
、
第
百
十
六
条
の
二
、
第
二
百
十
三
条
の
四
、
第
二
百
十
四
条
の
三
及
び

第
二
百
十
五
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
八
条
の
二
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
期
日
の
告
示
が
行
わ
れ
た
投
票
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
二
項
、
第
二
条
第
二

項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
令
第
一
号
様
式
、
第
二
号
様
式
、
第
四
号
様
式
、
第
五
号

様
式
、
第
七
号
様
式
か
ら
第
九
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
一
号
様
式
か
ら
第
十
三
号
様
式
ま
で
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
の
施
行

の
日
以
後
に
改
正
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
新
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
（
新
令
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
又
は
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
直
接
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
前

日
ま
で
に
改
正
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
旧
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
二
項
、
第
十
三
条
第
二
項
（
旧
令
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

又
は
第
二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
直
接
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


